
議案第１９号 

 

大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の制定について 

 

大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  令和７年３月３日提出 

 

 大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、複合施設としての大口町総合福祉会館を改めて公の施設

として位置付けることに伴い、この条例を制定するため必要があるからである。 
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大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規

定に基づき、大口町総合福祉会館（以下「会館」という。）の設置及び管理につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、会館（大口町老人福祉センタ

ー（以下「センター」という。）、大口町中央公民館（以下「中央公民館」とい

う。）及び大口町立図書館（以下「図書館」という。）を総称する。）を設置す

る。 

（施設の名称、区分及び位置） 

第３条 会館の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。 

名称 区分 位置 

大口町総合福祉会館 

センター 

大口町伝右一丁目４７番地 中央公民館 

図書館 

２ センター、中央公民館及び図書館に関する規定は、別に定める。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１５年大口町条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４４条の２」の次に「及び大口町総合福祉会館の設置及び管理
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に関する条例（令和７年大口町条例第 号）」を加える。 

（大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例（平成１５年大口町条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４４条の２」の次に「及び大口町総合福祉会館の設置及び管理

に関する条例（令和７年大口町条例第 号）」を加える。 

（大口町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

４ 大口町立図書館の設置及び管理に関する条例（平成６年大口町条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び図書館法」を「、図書館法」に改め、「第１０条」の次に「及

び大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例（令和７年大口町条例第 号）」

を加える。 
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大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表（附則第２項関

係） 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号。以下「法」という。）第２４

４条の２及び大口町総合福祉会館の設置及び

管理に関する条例（令和７年大口町条例第 

号）の規定に基づき、大口町老人福祉センタ

ー（以下「センター」という。）の設置及び

管理について必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号。以下「法」という。）第２４

４条の２の規定に基づき、大口町老人福祉セ

ンター（以下「センター」という。）の設置

及び管理について必要な事項を定めるものと

する。 

 

大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表（附則第３項関係） 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２及び大口町総

合福祉会館の設置及び管理に関する条例（令

和７年大口町条例第 号）の規定に基づき、

大口町中央公民館（以下「中央公民館」とい

う。）の設置及び管理について必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づ

き、大口町中央公民館（以下「中央公民館」

という。）の設置及び管理について必要な事

項を定めるものとする。 

 

大口町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表（附則第４項関係） 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２、図書館法

（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」と

いう。）第１０条及び大口町総合福祉会館の

設置及び管理に関する条例（令和７年大口町

条例第 号）の規定に基づき大口町立図書館

（以下「図書館」という。）の設置及び管理

について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２及び図書館法

（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」と

いう。）第１０条の規定に基づき大口町立図

書館（以下「図書館」という。）の設置及び

管理について必要な事項を定めるものとす

る。 
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制 定 要 旨 

 

１ 制定の目的 

複合施設としての大口町総合福祉会館を改めて公の施設として位置付けるため、

本条例を制定します。 

 

２ 制定の概要 

大口町老人福祉センター、大口町中央公民館及び大口町立図書館の複合施設と

して大口町総合福祉会館を設置することを定めます。 

なお、複合施設と各施設間の関係を明確にするため、各施設について定めてい

る大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、大口町中央公民館の設

置及び管理に関する条例及び大口町立図書館の設置及び管理に関する条例につい

て一部改正を行います。 

  

３ 施行期日 

令和７年４月１日から施行します。 
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